
論説

ラン る の

井

第 1 主 ff立艇HãO) ，)~iJ: ))"i1; 

第"戸 よ己引法11-子較による

部 資線;?へのぞド却の'MJfll，

i定者契約

キ

ん序

では近!I寺、従来からの不動産を

とした

}主.11主権譲?}支特例法改正や ABLにi叫する

のi:rl保イとにあたっては、

として泣いられるのところ詩人 ABLに

ii1"わる詳111!i顎潟も

した金融にftわり、

与、そのことは

ま乃にも

16年のID)J

ているひ動産

ることから

?で

あることもあって

地方、

所の関弓の いはf氏い。そし

ならびに

れることとなっ

IiJJ jYjそ

いて、裁'!'ljj訴の関わりが1{!~';j (1さに抵いもの

されているのである口

として扱われて

によって

このようにブランスにおいては、

いる
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，，~iÌ l;ì~ (iI't Jド)

こうしたフランスにおける動産質柿:実行の力"11:について考察することは、わ

が11，1において動産譲渡担保権の実行万iL込を適正なものとすること、動産質の実

h)jû~ として私的尖1ï- を導入する iリ'能性を検討する !24 の主主f詑資料を提供するこ

ととなるものと考えられる口

そこで、本で1止、 フランスにおける出'JN~ 質柏:の')ミ行 )n去について考どきを加え

ることとする。

ただ、そのliiJに_./，(It立しておかなければならない点がある。それは、フラ

ンスにおける動産の主義がわがIlqのそれとは児なるという点で、ある口フラン

スL己lt1
1
527条は、 !H-ji{は'VI:'flまたはの〉とめるところに従って動ji{とされ

ると )~Uとしており、ここには保体動産が合まれている (529 条)。

本杭の刈象は、こうした動陀概念のうち布体動産の民権 (gagede meu bles 

corpore]s) に Ig，~ iとする。わがいすでは動産とは不動}liそ以外のイJ体物(11本氏以

86条2m・85条)、ならびに己1'， 椛 (86条3反)と定義されるから、わが

IEI における動花保について考察するにはフランスのイ~d本動佐賀について;与察

すれば足りるものと解されるからである。

ま た、去 1--認められている商事14:(gage commercial)についても、 fZ権

の対象がイ{体長に JI-_ まらないことから、民法 1--の動産質1ií~ に関係する}，\を除

いては本杭の検討-対象からは除外するど o

刀、 1;的 1，';'i:でrroJ佐賀慌の実行にはいかなるものがあるのかをダlJij己し、お

2 i'ii:から第4 において各実行方法の内容を検討ーしていくこととする c

1) tJ， i"、フランスl己iLについてはiL:令4ノIを宇illl行する。

2) なお、 Im'Jf'{!Jについてはj二行)hとが間jlllh化されており、後述する坑怜 {iへの質物の')"liJ，iJ!，

}点目史的による (ImU~L521-3 条 4Ji!は 2347 条 .2348 条を ì\í :)I] する)ほか、 'I'i~"vr を行った

111' II人の1'1'介による公γどを此判所の，¥'I:J1}なしにソミ施することが'fT能である ([fffi1;L 52卜3

条l条)"
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動兆百t1f(の実1J 

実

を定めるのが条から 2348

された宗務の弁消がない場合に辻、

をj制'IJ)貯に会とてもらうことがで

はす;能。〉

}の売買丘、

され

されている Jx式に従って行われ、これと JI込なるさ:をするこ

は、弁j斉とし している うt~こ 判
ご

ともできる。

金制を超え

には、それは

はその設に、担保さ

の所在者になる

は、

くこと

し¥lliミi'J、

によち又は裁判所によ与

される。これに

を結えるJ必合に

に返還され、もし には、それは

お 2006 {j'-JI:[ i弘法法刀、 IÌÎj の尚一1古一主 :6 }j" 71~ については、 ドキ;j{言?IIプランスにおける動産

授は)_j近 ~il巨大学科大学:校詩集 3 日ードド成 18 'i' 1:) 51兵以下にお1i介されている G

4) 2006 {i:_+n.f~~法改正条文の翻訳は、平野治之= 片 ILlim:I車[フランスjl¥1宗法改正オルド

ス (iHi誌に!共jする 2006{I". FJ こjのオルドナンス 子)によるi三の改正

投びその桜11~.iJF J !主~ 1.告dまうよ:8 晶子i勺主 191ド)163夫以下によったc
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i論託 (0¥JI:) 

このように、 出った (2346 

への留物の晶属(I二i的物 (2347条 l

の3つの方法が認められているのこのうち詑質は20061y.O)

て認められたも{のである口また、 2006ドの法改正

られるようになった詩人質経実行去に関しては

の追い{まないヘ

(clause de voie 

-.. ;f1-ら は詩、、 としては、

く も考えられる。 とは、

5) 競売においては 2332条2なによって有名ーは一般i主捺宇;

ができるけ弓なり主幹線j とし、う長引は先弁済を受けj守る ると 19干さ h

しミJふ ( I、+J・lIII ~誌は災))。

()) Ph. Hoonakker， civilど与(1'execut:ion，ギピーd.， n"27 は F!f今日告 ~'1 ま)，':Jljl えがで

ることをIljJ三するつ jl[ 仇リ11'1な qiY の第 :JN1~十字;ーもJt:J1jf を受けるとする Hoonald日r， o l).

1133もFij税。

7) 笠持は縁寺1] で、ある以上、 ffJ控訴は絡を j'lèへの 1jl})"f~ )j式によって実行することを強

ilIIJきれず(仁川氏 C0111.， nov.1983、1CPG 1984.11 . ‘(1f1権.sーと似品:人の L'ilいである。J)

(これにたjして、 1似長弘比lじz訟:

jれ工る とすす叩る;兄己f角j符予 (D.Lεgeai伐込ゑ如r綱ε日I詑己白set G，λ山訂i訂汀rτ刀羽aおi幻iη1tiesγ命込釘れt，9げザ"泊e伐Cι1.， 2013，1ぜ]ずf更"4乏69立色.) も必あ〉るの)λ、

5活強j主:戎;1主お制i主伊制可!Hji競涜コゾ光己によつて実hすす吋ることも強(¥ilJきれない く仁抗告.com.， 10 oct. 2000， B.lV . n者'151.被告1

1利l'{~1í~ の f責務"'Í~桜訂立与に í!I 擁ぴ) 11的でみる持式を譲渡しなかった'Ji1刊である。)) (L ;¥vnes 

= P Crocq、iぷち吋i明白， la pub!icit三fonぐ 8"ed.，2014司1).258 : M. Bourassin V.禽

おrernonclニ M‘…N.Jobarcl-Bachelliどに Dγoitdなおら 2"ed吋 2010，p.447 : Ph. Simler= Ph 

けたcque，DroIt civil，令官 Uipublicite と!と 5'ed川 2009，nり628.んしたがって、

定むの日記れたために判記 11的紛の，lfIllli制が 1"がったとしても 11'.f以降打は設むZに討して立

科をおわない (M.Cabrillacぉ Mouly=S.C九hrillac 咽 Droitcl自主

9"ed.， p.779 之i

前 後述のように拝金の主主、が義4寄付けられるが、逆に質物l!!li誌が披ilJi足filt権額を下1，，1

る場介、古物をこに%})，瓜させると技会部についてはが(:ff([カマ'H{すω る

り) 1'1イj太 fフランスにおける!lVJ長.f言語:担似iLiliJJの現在j比較法学(中m陥!日よ 46を

(‘ 1 .i)Jy~ {i:) G9 ri" 
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フランスにおける動産質権の実行

は、担保権者は担保目的物を裁判所の手続によることなく自ら第三者に処分し

それによって得られた売却益から被担保債権を IIUlj)(することとする条項であ

り、わが国の譲渡担保でJI札、られている処分清算出に対応する。しかし、この

方法は従前から 11:-1民事訴訟法 742条により禁じられていたところ 11)であり、

2006 年の担保法改正によっても認められていない I~)口その J'H出は、質権者が

裁判所の関与なしに{日立に売却で、きるとすると、完l~lJ{iIl Î格が被担保債権の残額

を Llillる場合には、それが物の実際の価格よりも低い1illi絡で、満足してしまう IIT

能性がある点に求められている s)。すなわち、債務者ならびにその一般債権者

の保護が [=j(19とされているのである 14jo しかし、これだけの耳目白であれば流質

にも妥当するはずであり 151、流質は認められるl(けにも拘らず強制売買条項は

10) 111111変 X~1;;i rフランス法王手リlq (京京大午:/UI版会・平成 141，f)629民は clausede voie 

pareeを不動産油iililJ売買条Jrtと訳しているが、強ililJ売目の 1'1(内となるのは不動産にm:!られ

ないことから、本杭では強制完l'it条J}'iと訳す。

11) 111民訴法742条は 184111三6FJ 2 1二!の法律によって導入されたもので、あるが、それ以前に

はij6iiliIJ光'ei条Jrtを有効とした{政投iむよ"IJi;lと (Cass.civ.， 20 mai 1840， S. 1840. 1. 385.)があった。

ただし、契約料品古またはi:Ll保持;設定よりも後に合意された場合には債権者の圧力のド

に締結されたものとは iヨーえないから有効とするのが判例である(抵当権の事案ではあるが、

Cass. civ.， 25 mars 1903， D. 1904. 1. 273なとどご)μO フイ リツフプ且.デデ、コ勾ピシヨ 「刊4物均加o/JI'I内甘叶t持円↑伍保i呆利;汗j法去のキ続E 

i昨j汗1守T(白川的lド内〈句J効

とは l日川iリT訂古能巨でで、あることを 3刊I J!江111 として j現」λl行 j法去の I~亡-でで、も i向可様の瑚理!角解fヰf を示すO これに対して、 2006 

1ーの改正法が例外なしに強制売目条項を無効と規定したことから、 2006年改正以降もこの

判決が維J守されるかはJlf考を裂するとする見解もある (13ourassin= 131恰mond= Jobard-

13achellier， op. cit.， n01694.)。この点、 2346条の文言 i二は sansque la convention de gage 

puisse y cleroger (質椛設定契約においては氏事執行手続について予定されている方式にJi.

することはできなし、)とされているのみであるから、 laconvention cle gageよりも後に強

制売買条項を別途合;壱;することは可能としてよいのではないか。

12) 、1、ナ・ n江崎j論文 (3.完)近世大学it~科大学|出荷主 tJÆ: 9 号(平 )jJZ 25:11二) 107真。動産につ

いては2346条第2文で質権設定契約によって民事執行子統によらずに質物を売却するものと

合意することはできないと規定されている。 2346 条t;j~ 2文は強行規定である(Bourassin= 

Bremoncl = Jobarcl-Bachellier， op. cit.， 11
01694.) 0 Simler= Delebecque， op. cit.， nυ627も2346

条(土強i!ilJ売日条項を禁止ーする趣旨であるとする。

13) Bourassin = Bremoncl = Jobarcl-Bachellier， op.cit.， n"1694 : Aynes = Crocq， Oj). cit.， n"512 

テずュピショ.riiHRl174 t主。
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i治，~~~ ([1'( J 1: ) 

然lトーされる J1j[Ll1としては不 1-分である。この点についてはエネス 17)が次のよう

に説明する。 1志賀は偵椛者に対して利益と!討Jll寺に所有株のも移転するもの

であるのに対して、強制売買条項は設定者~らひ、に一般私有権者保護を 1:-1 !，j~ とし

た執行方法を!rl!避することを nJ(itとするものに過ぎないことによる。

強制先日条項はJW，効であるが、その効米は質紘文定契約全体、あるいは被+IJ

1公債権の発件以!大!となった F史的にまで及ぶものだろうか。判例は、 j吉伸:設定契

約!'i体がJHf， ~jJ となるわけではないとする iHL すなわち、質相:尖に WJする

fT，むのみが)W，効となるわけであるから質祁1はイJ効にイし、ヨi は法定の実

行)JiLから選択することができる。資材'i¥が有効で、ある以上、掛け担保{制作のうを11:_

)5;[ 1云!となる契約の効力に影響がないのは汚うまでもない。強i!JI) 売目条項が}!!.l;~ÿJ

とされる JI日11Iが債務折保護にあることに鑑みると、それが:i!l，f，lj，yJであることに

よって被担保債権の先生以12(1である契約までもがJW，lj，jJとなるとするのは疑問で

ある口多くの場介、消費貸借契約に恭づく貸金債権が判長担保債権となるものと

与えられるが、消費貸借契約が;Wi'A';Ijとされた場介には佑務者はb;:状W'I復義務を

白うこととなる。その ~~;rf~!:，芳名'はt!!Jlkj:に金銭を越しなければならなくな

り、かえって依務有の保3設にならないからである。質作設定契約自体を無効と

日) F Vincl日 1，Droit cle l' execution forcee. 2008. nυ951立、七日務者をi弘法するため'JrtlHi別手t:;J-iJ、

は公Jj-;であるとする。

15) JjL 1二、 G.Wiederkehr， Pacte commissoire el suretes cOl1ventionnelles Etucles offenes a 

Alfrecl Jauffrer， 1974， p.(:j75は、討['01契約の禁止ーの Uilりはu1t務名.i~~;j生にあるとする CWI況がifrè

n契約の，i!，f，幼は公J)':であるとw付『ることはヴイーダーウーアも i認めつつも、 iJH去に締結され

た流民契約がイー(却Jであることを J'lI I!1 に辿:況を ~Jt'I'IJ している (Wi(~derkehr， op. cil.， pp，G75-

676，) 0)。また、 C11，Hugol1， Les inciclences sur les suretes reelles cles voies cl‘execution， In S. 

Cabrillac = Ch. Albig'es = C. Lisanti， Evolution cles suretes reelles regarcls croises Universite-

Notaria 2007， P1l5も、 iN村'i¥.{i'ならびにその…吋!J:1H杓¥-;;-0)保設を挙げι。

16) 後述するように流町契約は 2348 条で、日立められ、流~1~ 、日も、 1I (j<)不動))(:カ汁i'l:;{完{J会の i:た

る{J:)li;'T‘あるJL;イ?をi除いてiitめられている (2459条)。

17) L. Aynes， Le nouve孔uclroil du g乱立e，Droit&]万Itrimoine，11"161， ]).53 

18) 200cH'.cY: ，F，jiIにJ!'f，似Jとされていた流町契約にi到するもので、あるが、 Cass.civ1， 16 mars 

1 ~地:土 13 ， 1 ， nけ 100この下IJiJとについて(土、 !、"1'，J. liiiiU(2i54 Uで、触れられている。
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フランスにおけるぬ広告:権の実千i

したとしても、 JFし 入 れ を るつ特に、 iIミ

ゃ

し入れること って、

しなければならなくな号、

としても、

るわけではな1.'0

)Jは妥巧なものとtJ，のように、強iIllJ売買条項のみを }g~効とする判例

、ヴ i汗、
む

1(;U2によ

IHであ

また、

る。

3条 J去l

liJW l-. O)~~i JlJ 、

関係

うちのいずれを選択するかは巧可手者の

をいったん選iJ(した設にその去による伐

る。

と去ることから、

ができるかは

の性質との|引 るc

は

3ては 2331条4

るっこのため、 じてい

]り) sOUIコ口131・emond= op. cit.， n“1694 'γDelebεcquぞ， Op.

も判例;こ賛成するの

20} 'JDLIli!J;AT(条訟のみをおとした場介、 1if読者には強制先日条J1'[の詑j討を停;卜Jするイン

ンテイブが融かないのではないかとの民間もある。すなわち、後 11 詩人没定(J'との11¥]で

絵宇治，/1:.じた助介;こは摂続完hJiitを変!足ずれ:エ).Eり、紛/1'"がλ七じなかったj議77には'J11ili!]

ソピj':(条mがそのまま効)Jを右する るから、宗務者は無効ときれることをうりつつ

も強Hi!Jフミロ糸をイf-討する IIJm~tt もあるのである o ¥Vie(たは op.cit.， p.675も、

は流担約がfl!~1:当になってもそれ iまど i本!ることはないのに対して、も::務 itf は ?i!j~そ詩{;?カ

坊とされることにj野心を在しているとお接していゐ。わがi湾で;立法費者奈川条をめくっ

し、るところであるく灘見1195制.jllj:r消費おi契約合[抽出1171販売

jJ;と令制!l1Y.づ1.1経済法す誹究会・、ド)点I，F) 長〔松liIiJ久和]

'I'IJ斜 i主流約が拠約の決定的なたiU大I(Ia cause cleterminante clu 

contlポ)となコていた場合には被利保111['品:党rLiJjl:!J;1たる史ぷj全体が，1)1[，;'))となるものと 'I'IJぶ

しており、これによって出泌がじないようになってい
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諸説 (ii'(JI:) 

なくても、 ることカfできなし川可能性会τあるの

れているるの

の7うf、

のである出。

としない

を避けると

、¥} らびに

去る印

、"
に一

;号しこもたら

について読するの

'フ

っι第 による

(1) 

動産

1J:lこ!到する

よ〈

よって ることカfできる。

るというわけではなしJ九

については、 し
礼
、

バ
灯
ノム，、

イ
プ
戸

、
[i
 

，
 1

J
 

/イ
i de浅 proced11 res civiles 

.，
 

i
 

f
に ちれているどj)c ，Ir_)、子に見るように ードは、

ることなく進められる
ヮ 25)
、:;J 0 

21) このため、町仰はあまち長選 いるとはえないとも訓話れている(Bourassin

Bremond Jobarcl-Bacheilier，op， n"1695.) <) 

130lll伊良部In=弘治llonclロ Jobard-13achellier，op. ci(叶 n"1982: F込征0γig-Venier，1ぷ pacle

commissoIlモ {ε1.1とSぉur併とお 1・ mobilierでs)，Eevue Lamy droit affaireぉ 2007，

p繍79

23) Vinckel， 01).参 (;L l¥:'Ji和lh了二によって判長主を受けるのは知rJl…行記長社主主ーばかり

で、なく j話先村をイjする 11'辻義去も;;立がこ平IJ訟をげるとし、 Vinclω!字。p‘cil.今1)'''91et 99にも、

II;J掠の;記述がみられる。

24) このil;yl!.は199111:7 JJ けの法体主 650うjJ及びその議JlHこj討する 199211: )J 31 I1の

レ755日ーに出来する。これらに泣不動花'it)t;uに問、ずる部分がなかったが事故行法妥当j立

-1 ~ i防陀執行 ;~I) うよを加えて 2011 1V 12)J 19 1ゴのオルドナンス 2011-1895号、 ::1'， )J 30 EI 

のデクレ泊三!こよって制定されたものである。本杭の怯う主主派試行部分については

1991\1:の ìHj!:ならびに 1992 1 1:. のデクレとの主主主主は誌とんどないことから、条文の制，\J~ ¥立、

、れらの鶴:沢である，11本 手 口 ; 主 プ ラ ン ス 新iミ え及び.iilliJIJデクレJ

400 灯、 1'，3日立、下、 "';'980HJ主 1" 料、すれーも千成 611'，)によ



フランスにおける動戸医質村IlのJ文行

←一両党に、民事執行の対象となるのは、 f責務者の存する全財産(民事執行i去!)I!.

R 221-6条):!(i)ならびに物上保証人が有する担保j:::l的物である (2334条)27>。もっ

とも、質椛の執行に関しては質物のみが対象となることは言うまでもない口た

だし質椛者であっても一般債総者として椛利行使をすることはできるのだか

ら、依務者の有する H~今庄を執行対象とすることは ílJ 能である 2白川。

(2) 差押え売却

本稿で|問題とする有体動産質の実行対象となるのは有休動産で、あるが、有体

動産の執行は差i"lp え売 l~IJ (saisie-vente) 1(1)により、これについては民事執行法

典 L221-1条以ドならびに R221-1条以|ごが規定をおく。

25) Yinckel， op. cit.， p.75. 

26) もっとも、万二Jljli主権者の伯祐:組が535ユーロ(民事執行法ょ)!!・R.221-2 条)に t~llj たない場

介にm~完訴の iJW;'I)'J にある動 1m を J11 し J'II さえようとする JJjj合には、 J&'I:Ij}折の許 IIJーがない 1Hz

り、出金助7とまたは労働報酬への執行が」みを奏しなかったのでなければならない(氏11f.執

行法典し 21-2条)とされ、五J'II禁止引が'(; (氏事執行法91).L 112-2条)の定めもある。

とはいえ、，Ii有移転JW質怖においては動産が債務者の住所内に右吋るということはな

く、また1'1イf)l'移転型資材ilの場介は債権総が535ユーロを卜'In]ることは考え生Iiいことから、

質権との関係で民事執行法則 L221-2 条の過JiJ が問題となることはなし、。また、主~iil 禁止

動広については執行ができない以上、当初Jから質椛の 11(10とすることが考え難い。

27) この Hじとは、他人のiH，f先の j呆討のために合意された物(l0tlJ i~~一般に j自 )Ii される (Yinckel ，

op. ciL， 11"]51.)。

28) この点、わが IJij では H~当権については、 394 条] JJ[がJ正当不動産の代illliから弁済を受け

ない債権の部分についてのみ抵当拍手fは他の財産からth斉を受けることができるものと脱

定し、 ~j~ 当椛 :{L;' I~cl 身がm ， I!1 椛の実行に先立:って一般債権者として執行子がしをなすことは WF

されていない。

29) N. Cayrol， Droit cle " execution， 2013， nω372は、債務者の有する 111'i)[~ に執行可能である

ことのiJJ.拠として責任財産の純IlJ:Iに|却する 2284条と(武椛者千等のJJ1lV!llを定める 2285条と

を挙げる。

30) Cay引 )1，01). cit.， n('520は、これが泊iIJ'J競売の11!i>--の方法ではなく、他のl明文規定がない

j幼子Tに.{{体長UJ1主に i白川される子あidこすぎないことに1J走、を I~)也する。イ二fi本出IJJì'(; に関係する

主IlhJhl~ としてはほかに引渡来~11lえ、 )~J ト.J'，*J'II え、特殊なものとして自動車に対する執行

処分胤定がある。
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しかっ!反1J"'Jl)Jの到来したイ制作を保証する
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誌1111なが)IJ¥， ¥られるものと角i(:されるり

第 U~支持として、設定芥への弁済部出 (commendε の
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」のように をimlJ.fiする 対しては、

わることから、

を移動させたり訟なしたちしようとする IIJ百台ltがあると象となる も

なされている mc もっとも、イ事事三 i土こσ〉リステ

し三 つ

:31) 811Hl の期 [g~ をú'l務~，(ニf.J lj寸叩ることはできるが、 2 年以内にいかなる棋ちこ行為も

れなかったj品行には jlf)支弁出能行沼会を送Jiしなければならなくなる (l('Ji:決行法典

このお 11という milllJ有名白、らすると fi!(訟を弁済するための積子HJJIIIJとして機能し、

{立政;れはその間以王手11えを免れる手当誌を乏けることとなる (Cayrol， ci¥川 nり522.)n 

Yinckel. op. l'I1.，土、 これによって{点務名吟勺'1 発 IY~ (ニIi引 jーすーる去の l!Jii出生がJj今えられ

るとする

:~J) 続行:とについては、 111本お;ま fツランスの liJ (訂ささ持昼、!なj北711')4]4 以 i;0 ~'.\: 

押誌における(州の業高I)'J行については/riJ

111~';: . JiiHfJ 420 rじ
Vinch'l. 013. cit..ら.111+:・ Ijij4{;J74 も¥<iJ総 C(¥Y1叶‘ op.ci仁 llotc225:主、換し=

逃れを j世るには、官討を廷は 1~~ 'Í>:;日I11をしてかくほかないとする

:3ti) C辻brill恥ロl¥douly== Cabrillac Oj}. dt.， 738も、 jljイ移I[以がなされることで、

による l'JlQ知的 I;~U{'，' . }]II ド・前:(i'による i1f;，;;:;:J1υ イ)iiJ能'1''17';' j:J j: i{fJ~さ ~L1'l1長びγ のt

下手与みになるというふJiliif タ能が11'じると J行長持する。
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フランスにおける動員i'~質trlーの実1i

(3) 差押え

弁済fiiifーはj:の送達から 8EI経過しても任意弁済がなされない場合 :m、第2段

階として、通常は去;}'IIIえがなされることとなるお)。しかし、質椛の原則型は占

有移転;，IS~!で、あり、すでに質椛者が質物の，I:í 有を得ている以 L、先;}'ljl えは不安で

はないかとの疑問が生じる。この点については、 J日1I1えは不安であり h日妾に売

却!千続をI)I:J始することができるとされる制。しかしながら、執行村'I~liJiがあるjJ)j

合であっても、 2346条により、設定;ffに通知!の J-，でj批判所によってなされな

ければならな1，..¥0 また、，Li有ゴ1:移転Jf;!!質林の場合で、あっても、設定者が1:1(1引却

を!'l発(!<jに賀村'1¥者に引き渡した 4(J)ときは、占有移転出質椛の場合と liiJ般にJ号え

られている。これらの場合、裁判所の執千rか意思決定が差1'111え行為の地位を，Ji

めることとなる 41)。

11(~1111子の fí付111 は氏事執行法典 R 221-9条以下に定められている。}主1111えは

1i'~ 坊主í-Jyi-:有の動産のj肝不正するすべてのJJ)j所で行うことができ、その動産を 1r{1.二二

者が，Ii有していることは差押えの妨げとはならない '12)(民事執行法典R.221-9 

条)。廷判!え過程で去JIII書 (actede saisie) が作成され、その対象となったla

::¥7) 1己'Ji間1):iLリ1!R.221-10条。

ただし、法判 Jijr は ií'~ ，fJ5 ~-に対して 1 11 il~ 怜;実 1):に梢 fJ9J /I¥Jを lj会えることカfできる

(Bourassin = Bremoncl = J ob乱1・cl-8achellier，op， cit.， n"1693 : Simler = Delebecque， op， ciL， 

n"629，) 0 

38) この I:~'~ 、 il't，f先行宇に対し先千i?:HIPえの有1I(r，カ'f1llliJされ、 f責務名ーカf均然に2':d1jl物の恰:}m者

となる行およびX~~ifl物を!野千に処分した場合は拙飢非等で訴追される守を佑務tí- に常 ihーす

るとともに、 1かJJのi1:世子己tlJWJl1日がlj_えられる守がじ;えられる。

39) Cabril1ac = Mouly = Cabril1ac = Petel， op闘 cit.， nO

] 042，また、 Ayn白=Crocq， op， cit.， n"512 

も、賀村'f( :{íカ{í~J"~却を IJí 有しているときは芯tll 1 えはできないとする。

40) 没定fiにはこのような義務がある (h!:IJi，執行法典 R，222-2条tl， l、ー)。

41) なお、すでに質椛指摘がILj有している質物に対して!没定者の一般信椛者が)，';1111えをしよう

としてきた場合、 S，Guincharcl =工 Moussa= R， Lauba， Droit et pratique cIes voies c]' execuLion， 

8eed" 2015， 711， 52がk事執行法典 L221-1条.R. 221-9条にいう「第一f者」には賃借入・

受泊:{'i' .他JlJfIli人・町村'Cfiが合まれるとするように、第三者のI'i有する動産主.jlll千ー続のIliJ

Jm となる。このJb~合は、 1 1 ; 有者は WIWi:11f(の主張により 7主111'えをi1ほ色できることとなろう (ll!:

引矧1)'jL yl!， R， 221-29条)。
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，i命説 (Ii'{ ) 1:) 

1)( の処分は禁止ーされる(比三ji，執行法 yJ~ L 141-2条 1 ・R.223-13条 1 。元

ちには、えの快拠とされる二名義、詳細な特定がなされた物の 1~1

録、足利l物の処分は禁ILされ債務者の符土!日 ドに出:かれる旨等が記載される(民

事執行ä~yl!， R. 221-16条.R. 221-23条)。執行史は必要な場合にはJ日1¥1物の写

点を jjll~ ることもできる(民事執 ljl!， R. 221-12条)，1:110 え可能な財起がな

いあるいは債務者の1111)じカ吋111げの:を有していないとし iったJII!山でえカfできな

しiJ:JJj合は、執行史は何Ttjiicvlzjiijφ(un pl・oces-verbalc1e carence) をfl:成する(氏

iJi執行法DI1'R 221-14条)。

イィ体動 }í去に関しては;ç'~Jlj! えの効果は対象 l吋詑の処分が禁 iトーされることに以き

ており、 1先主 j判抑l!印iドi ええ-を受ける質 1粕枠令在~ 1設没定名者盆または第三宇名者;?-は日11ドiえ対対.象物の;Iii告管F色白u担月坤!守平!ド!人とみ
なされる (1氏己 'JドLはミ主執(}l1行]:?法1犬j土;典典L.ム.141ト一2条2J瓜エ兵i) ことカか、ら、 ji(川;

{はまh行:われず消T刊'(1財目のj場劾f介干をi除徐きb従:[1前ii清I1Iの使)11を継続で、きる (民事執行Y:l~tll! R 221-

19条 1J1'0口

質権設定者の I~' で }lt'~:1111 え千続がなされこれに IÎ支定者が立ち会っていた場介

は、執行史は主11j1物の処分は禁 11-，されも存者の I~- に出:かれる行等を債務者

にtI出でi'd:llする (l(!Jf.執行法典R.221-17条 1Jj[)。それ以外のJ幼介、すなわ

ち、 fl椛設定~ーのドでだ1'11'千統がなされたが設定者がなち会わなかった場介、

ならびに、第三者の fでぷill'千杭がなされた場介には、 iUljl占の'jj:しが設定.{i'

にHi送j主される (1己'Jf，執行ftリ11，R 221-18条‘ R221-26条)。第三-X-の 1'-で711

42) ただし、出 ，:-r;'が，'iイjしその-r;'の11:J円(こJVi'{1ーする副j陀をぷi'l'える 11;¥τは、快-1J: J&. 'I'IJ rfの

，Vr ，，)'を I~寸る (1己，J;執行i1、世11， L. 221-1条:)Jf.() 0 

4:)) 1¥;;i，lf'，" ?f~ '{をの ι ，:，1:を存弘にすることを 11((1 とする。ただし、私生 i/ii~~ ，誌のため、執h

i!.はネガを，ij~i)立することはできなし、。 (Yinckel， 01). cit.， 11"640，) 

44) iL丈 l'はイ古務.(r'とされているが、動j不自の I!1'10物不iljlえについてはわとfi'とJIJ!liJ!iされ

ることとなる。そうだとすると、毛皮ill{~~M村Iーの依，j>>~ーと fì立山.fíヵサちなるJ:お f? に{責務.fíーには

ノ，"i::~111 えがなされた行の泊 ]:11 はなされないのかが脱!日!となる。民 'ji:'{)li ):iL典R.221-26条の

j也 fT がXJ\j lil'~ 務行 !'I~ による任志:5\j;1lの機会を j~~ I:~i;: することにあることからすると、 )'r~111

えまでなされた同点では被iI11~~ 出柿:の illt1主計に弁済の機会を仙~ I~ìir!~ する必要はないから被111，

i~Wl村i の it't務.fí'には過去11 は小笠:と!げすることとなろうか。
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フランスにおける動産質*111の実行

1'IjI手続がなされた場合は、送達は差11[1えから 8日以内になされる(民事執行法

典R221-26条)。

(4) 売却手続

ここで差押え売却は第3段階の売却手続に至る。もっとも、売却手続とはい

えそれはもっぱら強制売却を指すものではなく、任意;売去IJ15) も許される)~;~に特

徴がある。

民事執行法典L.221-3条.R. 221-30条 1項は、差;}III書:の通知から 16)1か月以

内であれば、質1私設定者は差し押さえられた動産の売却を自ら行うことができ

るとする1'7)。このように通知がなされることによって、設定者には 1か月間の

任意売却の期間が確保されるとともにこの期間内で売却に最も有利と考えられ

る臼を選択することができる。この{壬;吉;売:I;PflilJJ支は 1991年の法律によって初

めて導入されたものであるが、その 13的は、 i時間ならびに競売費用を節約する

とともに、より高価での売却を可能にすること、競売では不確定な落札価格を

差押債権者の間意を得た i二で、売主買主間で決定することで不確定性を排除する

ことにあった刷。

任意売却において問題となるのは、売却価格の適正さをいかにして碍保する

45) 任意売却の手続については、 1I1本・前掲74頁。

46) 質椛設定者の下で差担1Iえ手続がなされこれに設定者が立ち会っていた場合には、 i':Uijl

書:の写しが直ちに設定者に交付され、この交付が送達と同視される(民事執行法ßj~ R. 221-

17条2JJ[)。

47) 動産については不動産の場合と比べても特に任意売却が奨励されているとの指摘があ

る。すなわち、不動産については民事執行法典L.322-1条が任意売却は裁判所の許可を受

けた場合にのみなしうるとされているのに対して、動産については 1か月間は裁判所の許

可なしに任意売1;11が実施できるから、動産の場ー合の方が任意売却]が容易にできるというの

である (Vinckel，op， cit.， n"650.) 。しかし、動産の任意売却には期間の制 I;J~があること、一

般に不動産の方が動産よりも1illi値が高いとj甘されるために裁判所の関与が求められている

とも考えられることから、来たして動産の場合に特に任意売却が奨励されているものと言

えるのかは疑問である。

48) LLi本・r'!iH白74頁、 Cayrol，op. cit.， n"553 ; Vinckel， op. cit.， nυ649 
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かという点にあるが、この点については次のように処坦されている。設定者に

対して民受の "1しIHがあった場合、設定fIーはその'11し111，を r1i=1Mにより執行吏に

通知iし、執行!えは伯作iF?に通知する(以事執行法yll.L. 221-3条3Jj:i、R221-31 

条 1以.2 )。任主;先LIlをゾミ胞するには位椛~.の IliJ 立が必'&である口執行史

から通知i を受けた佑品l~宇は先1;IJ の ql しけれこ jti"]志するか汗かを 15 11以内に

1111符することが:Jとめられ、 1"1芥しない場介にはIlij/1Lしたものとみなされる(民

'ji.執行法典 R221-31条3以)01/汁{Il{iのすllij心J しない行の1111芥をした場合制には、

強fIiリ光却がゾく泊されることとなる。

代金は、によ主任を i~~ うの執行:Eのもとに1Jtf;{:されなければな

らない口日受!lllL'r人が，'，らのJfi示した供託MI，'¥j引)/17'Jに供託をしない場合は強HflJ

ッJ~ J;IJがなされることとなる(民IJ二L執行法典 R 221-32条 1m. 3l}，i)。動産の所

有権移転ならびに引波しは代金のiJLi{:を条nとし(民事執行iLyll.R 221-32条

2 JJ[)、それまでは動計その移転は許されない :)JI。

れ志売却がなされないときは強ilIIJ0tl;i)、すなわち公のおt売が実施されること

となる(氏事執行法yl!.L. 221-3条 1 ・R.221-33条 1JH) 0 公の競売子杭の

k:11Iは此qr.i{:)llJ:iLyl!.R 221-33条以 l'で、定められている口公の競売手続において

は、 +11.保柏1'1身も長人となることができる目。

49) この II ，J 立しない行の 1\11{与が設主-Pí'を~! i~:する必:1ズI! こ J，I~ つJ くものである場イ?に IIH 1) fi'(椛-Pi-

はHilをII¥Jわれる (L(']i憐1]'i1:典L.221-3条4Ji[)ため、こうした立1;;(1カfなし、JJ)j介、 1)iに

強Hi"IJj'[:_l川IlIi怖が1T:よ!~ ')己LPのqlし:1¥制よりもiJtくなったとしても的権(1'は立任をねわない。

また、 il'什if(-Pi'がHiTをおうとされているのみであるから、崎iili"IJ:lel;!1了ゐiじが1111Iーされて

{了~ ，(2 ')'e 1、IJに));;るというわけではないの

50) fJt: ，i UVJ 1111は氏 'Jf.y)(:rl'it典 R221-:)1条1J([によ 1)1i't椛-Pi'にj!u];1[され、iL'汁if({i-はこの1JI:，i[

WJI:Uも'I'IJI折材料として1J:，己;71じ);pにf'iJ立するヵ、何ヵ、を決むしているわけであるから、刊t，if:J日j

IIUI人jにjItιがなされないとも引if¥(1'のl'iJ"立のl]ijH止がil:l:jたされないこととなる。

51) Vinckel， 0¥). cit.， [1"650. 

52) Bour孔S当in'=l3remoncl ニニ lob，ll・d-Bachellier，0]). cit.， n"1693 : Simler = Delebecquc， op. cit.， 

n"629 
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フランスにおける動産質村)lの実1'i

(5) 配当 (distribution)

以 1-- のように任意売:.HJ または強制完tll によって質物がjt~{llli されると第 4段階

として同己円!?カfなされることとなる。

質株主;の優先椛は、特別j先11){特権と IIIJ順位とされる S:l)。その結果、設定者の

一般1tl汁作者と競合したJ必合には優先弁j斉を受けることができる。ところが、 TiIJ

述したように、質椛設定後に/1:_じた動産保存の先llY.QW二{荘、賃金の I-_f¥tj'，己取4J司令:、

liJfL ]-_の資JIJ、fll税などが質椛に優先する。

11'f 1・1{~有はイ主務者の有するあらゆる Mj%( に執行をかけることができるため、担

保権百三の優先権が存する!日.j)'(~も執行対象となる可能性がある。そうした場合に

は、優先椛はこの配1段階で主張されることとなる加。ただし、 !?i有移転JJ~! 質

権の場合は質椛者が占有しているわけであるからfill主権 (2286条lJJi2号)が

i:_'jjえされることによって事実上JIHIPえ充去りが実施できないこととなる。

伴定しかっ履行J1JJの到来した債椛を雌日iEする執行名義を有するイ制作者は、参

加IIP立 (opposition) によって配当加入することができる(民事執行法典L.

221-1 条 2 項)日。参加1 11 1 立は配当手続の I~仙台前、すなわち売却完了までになさ

れなければならないとするのが出論的であろう。しカか、し、 j泣1去;ゴ1ijドt]上、参U加加111巾1ド1立は

i担制被g皮;支Lυ;Pi千引;

リ典11.Lし.221一寸5条 .R2幻21ト一4牡1条2Jj項'i)九O これはあくまでで、も実j務穿←j上上トI~_ の者剖都i口;合によるもの

とl言}3託;兄LI切明り川jされているひ川山J)〕O 

53) Bourassin = Bremoncl = Jobarcl-13achellier， op. cit.， n"1982 

54) Vinckel， op. cit.， n"129は、他の債権者のために担保椛が設定されている財産についても、

111[; 111 i~~ M椛fi牟は執1J'をかけることカfできる。もっとも、配当F立|常において迫奪される

(とvincé) リスクを負うことになる、と ~ì~1叫する。

55) 参加1111ι をすることカ¥I~Uijl え J二の売 ill l えは作しなしづとの i討し、格言に il~触するので

はないかが問題となるが、参加 "1 立は /':~illl えにあたらないものと i託!りj される (Cayrol ， op

CIl.， nけ697.)。

56) ここにいう検誌とは、 l(jji執行法典 R 221-36条 1JJ[ によって売却に責めを負う ~ïJ 法制i

WJ~が組制 J'C 去IJ Tìíî になすJ日ijl物の構成及びtlこ :1犬の時一訟のことを指す。

57) Cayrol， op. cit.， n"698 
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，i6u ，l5l (il'{ ) 1: ) 

このようにして参加中立

ることとなる c

る も合めて配守がごとされ

債権141のq入の

から 1か)J以内

251-}粂1

れに対して

作成する

ill1~~1告の Jllríl立'ヤ

されるこ

勺茶 は、売却の FIま

は、強制売却のま

のf左中年;;??に対し

された1::1

、ィ、
vzzま
Ai

、
j
 

d
n
/
 

会司、
1
.ブ戸

、
1

/子、

7長

R. 251-2条 1 については、

法これにしたカfっ

れた日から 1か)j

lt~ し

R 251-4条 1

る

it典 R

R . 条lヰ[)、それも不調 の

され 典 lミ， 251-8条 l による

れる c

(6) 倒産手続との関係

おに WlJI2王子就がIm~fì され

とはできるか紅

によって

58) 任立、i]O)J払f?は主J?_)e史あるし、はそω れをうくく i話f?には{サrL~とである c 主主ゴC~(こっし、

;ま， 111本-lifHtl422 (0)，卜

59) Croじq.op‘ L、it.. !之、先JI1拍r;でもある日持:行;止、コピ1;iJ1t令から挺して

ることがで、きる

()()) このil'rイ-1r;:(;三二;之、 IyjウぷのWJlliJl)，jにqlしfれなかったために配、写心部に考!ぶされない主も

f守ま hるの

(1) y六1J';丸1'll'I';'による rs. 'I'lj 子杭については、 leJi訟iùt~11. R 12]…奈はド。

(2) 採のゾミh と例J)f:~ 子誌との(こっしドて{之、I'lú' 62 [c( 以 I~' Ui合移転Jf;'!併し

ぃγ人 G9([U 1'- (， 'j イ務松明fi~1üについて)がしし

ヰo



ンスにおけゐ!的伝説械の安打

倒 )n~ さ ~L ると 11¥1γiode d' Ah'''"''，-¥1")1.，An  

される

先生していた

L. 621~3 条 1 倒産子続開始によって、

の弁済は禁止される(向L.622-7条 11 、観察

期間 1!1は、すでに されていた執行手続は中!訴され、

L. 622-21条1I)ので、

に執行手続を

に従ったすることもできない(

行誌できないこととなるの

第3瀧実権者への質物

}
 

1
 

4
{
 

2347条 1瓦によれば、

じてもらうことがで

)の方ょににおいて誌、

ときとされる礼的つしたがっ L 、

して蛍物を せるよう

う}

した

協されて

も、 は1iTIら もなし

条2 が出算金支払につい

しなければならないが、

いるため法判所は質物を言HillI

を指名することができる口しかしな

63) 'i:1' 業の官人片道 142-1 条上J、!と)についてはこの )Jil~ は.j;JI: Y，fJ~されている (ImiL し

1条2JJ()その)11[111はおそらく持到、なl!1産や融持に対して質緯名ーが有する椛午IJをi¥klljJ

らいこと、常業の百人がj詩人された年段階では今れのよう なJ日保の経殺を恕定してお

らず倒長11;)'の、ドサ;をlliiえしたことによると与えられる (Aynes= op. cit.， n"514.)0こ

のことは i主にえ:工、主権者への質物の対れいま係長111)0)自体の効かを強{とする制度として

偶惣されていることを悲:IN，:するものとえ

G4) 株式2立のTJiWIJであるが、 Cass.coo1.， 24 janv. 200丘B.IV. nつ
Legeais， op. cit.‘ 11"469もこの吋iJとに賛成する。

，ljイ[移転読経の場介はすでに質経Jぎが笠物の i片手iを右ーしているからづ抑 (saisie

apprehension) (!北半執行iL1)11. L. 222-1条・ R222-1条刀、 1'-) は不裂で‘ある(IおUI‘assin= 

Bl七1l0ncl= Jobarcl-Bachellier. op. ciしnυ1693. Simlel・ Delebecque，op. cit.， n"628.)。こ 1し

に対して，Lj1f jl:移転Wl官権の場合は、設定者が質物を任怠に質難者に引き iJ立さない絞り、

山政しよ日中えによって Ilj1J を移転させる必要がある。I'ITi 誓 69hì土、イ~'JI:移転用賀

艇のJJ)jf'iに法 11的物は設定者の子にあるため、銃強者としてはまず I1n件数の占有を線開

る必!}..%ーがあゐ点、轄を~):-r;~!自体は不利であると抗捕するつ
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会，;~~ (Ii'(jn 

はないと

この)j式では

れている ω ワ

ー」 ることとなるから

行とのおは'1:ヒァ、 そ:手(商法L.622~17 奈・

L. 641~13 条トト

述する ってもこ

この/.r:、 )f ):¥.:は にとってよ変右手'Jな制!支であ

ゐ ilf11!!iされる出 o

(，jIj (!より

なお、条 1JJ(i)¥ f その i~~ 竹している)!1 j)ιiと主的

持:についても jliJ条が逮;討されるかがlIiJ:Wとなりうる。

から 11{イf，)j: f多

資格の 1"'1<)物

れたそH削である com川 6mars 1990，五 !V. も131にこのI!iJ:mにパ/えすることな

くもう黙にいi 条を;@Jt J しているつ予，;í~ 1'，は、し…20..1条が町村あるいはfffifl維の 11

f!(j物の ll\())~ (1 を 'J~Ji )í.n; hlf t): (2J1Oと針;ひっ tt ていることを JII!ill として、，)1fiJ.if~dí 詐!ま 1 1 ;

h移'liムがあるすI障の地合にのみ認めら礼るとする見解もあるが、'I'lJWiJがこれを丙むし

ともあって;之品二するf't‘は少ないようである (Aynesニ Crocq，op. cil円 n"514.)0

6G) 物のIlIiiil!iはも っ'II!Jーの介立またほJま'I'IJI安めH会命によると人によって、 Iviイf~私移転

己される (Le支出11久(1)，けし n"469.)"Simlεr口れて]llt"0])， cit.， n"630 I土、山ノ¥によっ

i)と lとされることが多いものの、、l'j'Ji'守主iI\Jに台立がな pJ話{~(，こは、法科婦が1，lI i格決定権限

をおーするとする

人の，WulliまたはjJ乙'1'ij上の よって信託;長iJと之をも:う去は、u't1{1t-Fi'がHIJII主

たji話;J.f台~(.にこ{はまヰ物却の手名/う1111拾{古!I話;長i1告'f向iと[i斗iJじものとするとの勺ドi叩Jfぷr兵宇のl川q'l:刊与:~刊黙!刊広!主l汗心のJワ)必立2主之恕i

よつて、'l'IJ例 Lは緩和されていた(科二式抗の事例でおるが、 Cass. 15 nov， 

200;)、日.1¥'， nυ228，)。 。j).cit.. p.331れはな t立、 2006~I'改正訟の持例会泊!日すること

;ヰできなL、と し 〈沿ちi込nれ11忙どげγ口 Dピde叶becql1e令 O叫p工し仁， pゐ 1η10¥e叫(:)も 200ら11ド1寸三攻支よ、υび 1ト、 dででCむw もこσの)'1 

?)たとを奇封絹品持占与一でで‘急ゐ必か、;は之も疑E訂部If汚;三;であるとするの人 ∞ひ 1作;ドτ?科i当立j決j夫ミを、 勺'jf-Fi'によってi認められた，lfulli

;こjLづいて坑物の'l¥j})，;J;¥がなされたのであればヤ門家の鑑定によらなくても質続行に有効(こ

'!il}泌させふことができるとした予剖と JII!併する。こj〆 iド改正によって鑑定をする

場介には箆主人によるべき義務がぶされたものと JII!併し、条 2m/.!"公定11括和あゐ場介

(ニ錨記入をヂ主とする部分は ~j'i iíí~j告別できないとのJ飴斤だろうか。しかし、 MJü1，Ìí日~:の昼

間であるにもかかわら訟に 2348条 J廷にえしていることから、こうした見解に Jう

と辻Y-;えら

(7) Ca日 COl11.， G janv. 1998， 13， lV. 11"9 (之、質強;去がfJii奇特iをイしていない弘子?であ

[，長~~IJ'l'主(こ妨げられることなく1-，)!J，cr:;i古 tÎ が\lHì~ とする(Jí~史業 "， 0) 註 1ìm. 材料の白人れ

の'jq勾であるο)。
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フランスにおける議会主製擦の実行

-山川

ω
にとってデメワットがないわけではない。 /-

d
二一

る会人

も容易で、ないような場合、所有権をほ得し

となるのみである似c また、担卒者‘は競売には

ることかちこのiI再度を取り入れたものと考えられ

あり、

る は、一
ん作
V
ん

込バ」

れてし 1るつ

(2) 

1111I制の詐1illiにあ/こっ

きるとするのが判例である

、1i"!J…物 1--に複数の賀村長詐がしミる

させることができるむ 後JIIH1立の

しなければならないというにすぎない川口

命じてもらうことが[で、きるJ

111に決〉とすることができる ilJむ

によって

わけだから、

I~I 

σ〕 ;C ι; 

(3) との関係

された場合仁、 を ること

6SJ Cabrillac口 Mouly口 Cabrillac Petel，ωp. cit.， n"1091. 

(9) Ayrれ1会伶ち 出 γ印〈ひ口問q電 O叫p.ciオit仁背叶司 11“ 日1びjだれ1，ひ勾p.じcitし.， p.lロ20も、琵笈:1按権告安表マ1字名持fミす禽は止l丙lリ守jμ一Jう子:コゾ)，立'[1

J助功切，系余楽:しな;けt;lれ工:ば玄ならないとす之る)0 

70) Cabril1ac = Mouly Cabrillac Petel， op. citサ 11"1090.

Cabril1ac = Mouly Cabrillac = Petel， op‘ 

Cass. COI11.， no¥ぇ2005，B. IV. ‘これに討して Cabrillac Mouly口 Cabrillac= pとtel，

op. cit.， 11')] 093は白人をJlh三ることは技指であるとする。

7:D lvhjj:移転}1111Ji付feが，jとめられたことで、こうした状況が/I'，fJ!しうることとなっ

74) C総 C0111.，:3 juin 2008， IV. 11"1 
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3論説 (11主)1:)

はできるか。

質権者への質物の帰属による質権実行は、裁判JI二の清算手続に入ったJ劾合に

のみ認められる(商法し 642-20-1条2頃)。裁'l:ljJ二の清算との関係では、質権

者は質物の帰属を主張することができ、他のイ古権者と競合関係にj'{たない 75)。

また、この場合に質村長ikは依村正のめイEを'11しI'Uさえすればその認可を待たずし

て質物をi'lcに帰属させることができる (H司法L.642-20-1条 2 iヘ こ れ に

対して、設定Jfが裁判JI二の子統に人らずに業が継続される場合は、貨物

をFi仰l1i'に帰属させると企業IlfJ~Lの妨げとなるので、質権者への帰属;は内定さ

れる口 また、;没;と行会にJりリトのlJiょ1:. (redressement judiciaire) 千杭がIJFJ始さ

れさらに貨物が利保所有権#に引き iJ支された場合には、質権者はもはや質物の

1'1己への帰属を i:_1JJーすることはできない J 。

第4章流質契約

(1) 総論

説は20061fの111.保法改正によって初めてめられた実行方j去であり川、

それ以前は1112078条 2J}[によって禁止されていた 19.SOJ口

話CfIが禁止ーされていたのは、}_)， I'-のJlJ¥rllによる。金$支を{ifり受けようとする

おーは111
1:り受けの際に貸今i=.の要求に従わざるをず、たとえ1Vj(t1l1~~債権額に比し

て民権の 1Ii'1~~VJ の 1jlli 組がifJj いものであっても融資を受けるために流質を受す

75) Cass. com.， G mars 1990， B. IV. ]1"67 

76) Cass. COI11、 28mai 1996，13. lV _ n"144. 

77) Cass. com.， 5 <lVl'. 1994， B. IV. ]1"146. JJlゾ二の IJjイ!ーもしていないことから、氏持iのl!llllキ11)(i!;' 

も ~iíι される。

78) mイ1:でも、 m'fJl {i'l，¥川についてのii'i'j)fiL典し 31ト23条:3JTし在咋尚1111の白人 (gage

cles stocks) についての Ir~il~ L. 527-2条など、 iた託契約を禁lトーする規定がある c

7り) これに刻してゆj丈の禁11-.)誕之を欠く J正当相:については、政投院は流il¥"í 契約をイT~;カと

していた (Cas日.civ 1， 25 mars 1957， B. 1 . nけ149: Cass. civl， 26 clec. 1り61，B. 1 . n"G22. C i_.、

ずれも、イ.::JiJJ戸'(11椛にi具jする 1112088条はJJ'iiW:i自JIJ，きれないという。))。 し寸一れも J北 :'Jí 柏~fi_立

山と I.;JII に日 IJ の丈 ~IFで 11\、 1/1 11 的物の先);IJを合立したものである。

80) Aynes， (1). cII川 p.52は、流行を.i!!，iI)た.J.¥が2006{!eのil:fP:のM:も新しい}.¥であるとする。
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ブランスにおけ'ふ!Ji')jJ)jそ質様の実仔

る、というので怠る Siic

あるということである。この

であるつ

この結果、の iぐにおし、ても

れるに 11-.ま存続三時例はiiヨ

あると j詳していた針。学説も

を通じて を得る

じられているものと

けが

え

る IU~ り

さ

で
タ

の

た

一

も
イ

な

J
V
ノ

ム

よ

J
も

d

J

ノ
M
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G
-々，

た

も
つ、，〆

中

d
J
M
U
 

あって、設定詰!?を過度にイ呆護することは話出を被設する口そして、設定者にとっ

ドi

れるよワも望ましいことで£りうる品川 2006年tJ、長から

貨物の掃誌は認められているが、手続が主く設雑で費用のかかるものである

いう点で完全なものではない、とされる

ルも、所有1約百訟の経惑との

であるという。すなわち、 と;ま物

るカに

しがたいもの

るため Pザ

81) A. Dadoun， 1ぷ datedu transfert de en execution du commissoilで， Droit& 

palrimoIn仁 n"187，p.42; Hめがt，Le pacte commi問 。ir‘ aplち r du 23 mars 

200弘D.2007、p.2052 主主acorig-Venier勢。p. p.80. 

ダドゥンは、このJtl! 11Jづけによれば出費 i:t ~I~ 条 3 頃と民法 2459条におけ

る試技の禁止jま正当化できるが、 ím l1~ L. 527-2条が子京高jilt?の妥人について流質

を禁t!.するのは正当fとできないとする (Dadoun，op. cil.， p.42 Hebert， Oj)‘ cit.、 11"1お

も、 IsjiL 陶 条iこは版lfi]を!11し、法廷犯約の有JlJtl:は弁済の迅述にあるがItij1;J三官出

の助手?にはこうしたむ立要求されないのかと!日jう。

被11'!1記{刻表を党1じさせる契約と河11寺に締結された流費契約は割引Jであるが、強制売買

条墳の場合と lí11 .f!í~、 ;1'\1，主主の知~)J !之 i来世i裂約のみに及び説法設完裂約 1~11本は脊務上がれてい

たの

83) Cass.civl，17novι1959， B. J . n"48u. 

司とbert ， 01).しげてi も、 f~~t務者の手IJ 誌が害されい|出りて" 2006年攻以，jiJc'も流質契

約は認められていたとする。さらに、 CaちS.COI11.， 5 ocL 2004， B. IV. n"176 IIJ 2078条の

{抗議誌はf実務長今年設という~:L Iめな特益であるから放来が，"iftìËであり、 t1:Ji私設定後に禁物

笠強者に委託してもお条にtiするものではないと寸る。
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論>~i~ (II'() 1:) 

が所有権をもf保しておくものであるが、流質契約もまた競売においては質物の

競落代金卜宇の優先怖を質権者が取得していたのに代わってj好有権を取千!?ーする

でliiJ様であるというのである叫。

こうした :1犬山!とで流民契約の効 )j が、 rIjイJ 移転W! ならびに ILi有非移転 Jr;~!

1f椛のし、ずれについても、合志がなされたのがtu.保設定時であっても後日で

あっても:沼められることとなったわけで、ある訂柑jolii有非移転N.!質権について

もjjfLYi- 契約カ勺也、められると jfJ干する WIII としては、 2348 条には Ilj イT 移転)r;~質権

のJJ)j{'iに限定する丈 Iiがないこと、}凶作r::(i'は Ilj手f)):移転J¥-!! 花にIjFY]i:(I'Jであり

流Ti契約が~fÍ-じされるとしたら flit椛:{í・治、らイカ"，'H るであろうことが-q~ げ、られ

ている市川口

(2) 設定者ならびにー殻債権者保護の手法

従Ilij、流1)1契約が禁 11-.されていたJ:Jj[111からすると、 iオ契約を認めるには、

IÎ芝山:fí-ならびに一般長引先:{í-を{示法し、 fi!汁存者カリJ~ ヰ IJ を得ることのないような子

、iiてが求められることとなる。それは質物の存倒的，¥flllliをIIJ能とする (IJIJJ立と偵

84) こうしたヴィーダーケーアの Jn~l*j は 2006 1 1 é の改正の際にも;話料を lJ- えたものと }~j，われ、

Hebcrt， 0])， cit.， n"3 は、 iì'í 坊の i ，~'I-t化が 200G {I'のilJltu)IIIYJであり、 jiifi契約のiit作はこ

うしたけ (10に11:えるものであるとする。すなわち、 j点目契約を tif、めることによって111 1~~1ft\ 

をi且述かつりH也(10に1)イ*することカfできるようになり、こうしたメリットカi"ii!~1'(1; __p;.に ljえ

らiLることによってli~- J1JiJt 'jの \ì ，~1色になされるようになるという。 Dadoll l1， Op， cit.， p.42も、

200611，の改 11:、1/
1\\~J: 、契約 1'1111 、 l ， nlJ ならびにiì'í 'Fr の j斤1"1 化を ~íí ，i生する見解が1袋小Yとなって

いたことをil111起す一る。

85) ¥Viedcrkehr， op， cil.， p.6o2 

86) Cayrol， op， cit.， 11"271. IliJJvi-では、、I/J'Ji斤カマ7ぷしており前 fおも"，i ~:されなし、 JJ)j{'ìにまで

i!rt 1['1契約を烈 11，_-9-る必!止はなく、性tiliIJM-iJ:によるよりも、'i'.Ji__P;'立思に]十ブいた執行hiLに

よる);がザJましいと弔えるのであれば、 iTrL1'1契約は公Ij亡の杉村トとしてI;Jむと(j{)にgit千五される

とするよりも此主将カf抗心Uニl'ii'1った124にJIJ¥;、ることのできる llljiJ:ii'1なルールとして1，/:Wi十J
，(t

るべきだとする。

87) F !¥IlarLiI1 = 13， Gerarcl-Goclarcl， Lc pactεcommissoire，jCP N， 2011，118:-)， n"5， 

Iliイ(jlφ移転Jf;'J'l'i椛のJL)イ?に 11nな物の Ifiイij1Ii[ i~~ を μ| らねばならない点は、 t1 椛__p;への J[1I"

物の'lil[Jr'-Aによる 'f11主主行のJ;)jイ?とjiiJtl~ である。
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フランスにおけゐ勤定費総の実行

不当初得を防止する告IJ)支の導入によって

;けTるj抵5穀なミジ/人、:にこよる三註;1引i

)皮支とがそれで、ある 5吋}i)O もっとも、これら

れているのかを検討する

これら

あるとすれば、

によっても

さiLることとなるお

条3項が義務付ける出葬金の

にふ;す

!
 

4
X
1
 

4
 

る る'。

に任 ることとなるか る。

の11f1Jlliを とについては、

ない制。そして、定人による

大，
正L るかについては、これを ること を減らすことになる

る見解が見られる w

88) 2348条の;まか、 !m!Ji質にi諒する説法し条4J11[， ならびに、不動産抵当:二持す

2459条 (1五十i害訴の j:.たる uJ

地 }j、作:WI巧品のす{人(R百();し 527-2条 ) や 有 告 品 質 (Cass.COJ1l.， janv. 1965， B. 1lI 

d三1.) では討(1;11うせがjは禁止‘されている。 それでで、;は立、 手主司仲咋，1小ポiト巨吋:

j場語合に、民の抗椛として、 i主資契約会 ilJ能とすることはできるか。技詩的にも j主体 i二

もIlr能ではあるとしつつも、エネスは結晶をはっきりと話通べていない (Aynes，op.討し，

1)，52.) m~正む為と[土思われるが禁止されるとはしないのは、千五庫品質入れにおける

卜ρ〉介Jlj!:I'I:に疑しサfある(の DadoUll，0)). cit.，はこの克W(である)ためと

、われる。 Cass.，19 2013， B. lV. 0"29は、の百人の宇案で長を似践してfl百

j去のmjcが{長:k:.i良市されると'l'1J示したが、台字;-1111の合主;で、はi引去を造的するものとされ

銀行が泣買を実1J' したのに討して、その後に同席したm't~の管財人が

をIjIして、 NH立1;記;まその異議を認めている c

89) op. ciL， n"9. 

90) op‘cit.， p.52 : Hebert， ciし n"22は、こ てf責務者保護が|諮られている

フ
心 η

91) il'ftl:金支払は、岱椛二はjl!i~~ によってお持しではならないとの…般汀jlJのあらわれと

される(A.Gogos-Ginlrand， L三pactecommissoirと Uneinstitution dangereuse par nalure， 

iミevuede la recherche jむridique，2011， p.401 et s. 0"25.)0 

92) 、。ぉ-Gintrand，op.じit.， n"2. 

Aynと op.ciL， pS3 ; Dadoun， op. ciL， p.44. 
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しかしこの

されなければなちなししかし、

る として、 さ

も定め

の iご

で

ていなし」もし

ある。その

し五とし、うことになるのしかしこ fLは、

も損なわれることとなる。以 l~の考慮のとで、

は選任されるべきである

と ì~'Jjえされている州。

地)j、

であるら

るかについては見Wi:が分かれているよう

、 2348 条 3;去には開条 2 と ~~11 なり[こ

ないものとみなすj

ると

とす~'L に反する

そして、下

かに多鋲に J位ほうとも

ないとしつつも、

るべき作で法〉号、 による

なるという9i¥i

しかし多く ることを白川のJlnとして、

いる。

義論の る。

(4) 日imlerニ Dcうlebecque，0]). cit.， 11"632. 宇部i室長の、í'íf を巡っての;t~}字詰í:~~á){避けられふとい

う避行とわれるの

Hebとr(，op. cit，れU23.

9(沿 Aynと詰， op.cit.， 

97) CO，l?，'os-Gintrm吋， op. cit.， n"5もこうしたHわ£カ〈すーで‘に ]911そま己'F.(工にはな2されていた、

とを町議するの

(8) Aynとs Crocq， op. ciL， n"515. 
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と

は代物弁済と

は計二されない

反対にこれを

し、

くl(制。この

フランスにおける助産費徐;の実行

し

となる似合

れるものと説

2つあることとをるが、

にあたるからと し ることはでき

ないのではないかとの批判がなきれる :ω)。

は解除が可能とする もある 1(2)。しかし

これも

にゐたるとの考え方

となる。

このようを旬、

と しているのであるつ

涜覧契約のメリット・デメリット

し

の批判が当てはまること

2006年の法改正によって全lliiI切に認めちれることとなったijjE寅契約は

とぷのように評価されているか。エベールは託費契約のメリット・デメワ

トを以下のように説く!刷。まずメリットとしては、すでにヴイーダ…ケ…ア

のしヨてしミたことと るわけで、ある主人 より

99) 仏 ωGintrand，op. cit.， 11υ 

1(0) Delebecquc， op.ciL， n()630 ' Cabrillac = Mouly Cabrillac Pete!司。βci仁， n01089. 

Hebert， op. cit.，はさ之官契約の実行を代物弁済と携成しつつ先11'支持機を認め

いるc 代物弁済のよる伐物の給付を売買と構成するということか。その意JNとでは、

1しのよtWW:， 立質器約そのものを代物弁涜と鱗成するJ;i!.iWと辻一裁をi返するものと見るべ

きであろう。

101) Go認…Gintrand、op.cit.， nυ26 

102)γill乱 ]¥v10uly= Cabrillac P長 op.ciし， n"1089. 

1 (3) Hebert， op. cit.， n"4. 
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もお傾となること、 f責務者がおげ己資JlJを負担!しなくてよいことが挙げられる。

他方、デメリットとしては、競売手続には一石杭j支の11寺II¥jがかかることからそ

の間は事尖".f責務者にWj訟の利訴が付与されていたわけであるが、この利誌が

失われることが挙げ、られる。いずれも i没定者の視点に江った指摘で、あり、 ii支定

宇;4 の受けるデメワットは~f.実 1-. のものにすぎず法的に保証されたものではな

かったことから、流釘契約の導入は~r-怠J'I<.Jに受け 11-.められるものと nffilli できる口

またシムレールヱデレベックも、 2348条は実務のニーズに応え、 11[保維の実

:Uが;~Jiliかつ 4ム:f， llí で、実 .Uで・きるものと好意 nサに託制IÎ している i[)iio

もっとも流質契約に L記以外のデメリットが全くないわけではな ¥;'0 流質契

約のJliJJ起点、として挙げられているのは、{剤、作者ーがj好有村正を1"'11し付けられること、

鑑定人選任段階で計í~ を選任するかがイ京株*1・の正直さと当事者の力関係に依って

いること llXi、101;1 所有林移転と鍛定の 11とが一寸支しないので、債務Hは出t1:金の

ね~[を 9:11 らないままに!好布砕を失うことになりかねないこと lu7J である i此 i(jtjjo

104) Sirnler == Delebecquc， 0]). cil.， n"632 

105) Legωis， op. cit.， n"470は、 1)/門家による l}~:i)とが義務付けられていることによって l没 Jとお

が 1~~ ，\生されているとするハ

106) このfιi換性については、 Cabrillac== Mouly 0= Cabrillac == Pelcl、op.cit.， [101088も指Mして

いる。

1(7) この問題を Ilil避すべく、li'JT.{;'II¥Jの合立によってj針作権移転IlyjUjを起らせることはでき

るが、これはiAe質契約のイjーする支払の迅速t¥:というメリットをJllなうものであるから1{t村Ie

打としては':1け人れがたい。また、 j記、I'IJI~. の盟主人J54〆I によると í:Hdli~ノ:é rまでに LI数がか

かることになってしまう。

108) Gogos-Gintrancl， op. cit.， 11"'22-25.ゴゴープ/ントランは、これらのデメリットは被Hl仙:

1，!tイ告の弁 i汗 JUJ がデIJ:，Jぐすると貨物の IYÎ イT椛が I~I uUJ(f包に移転するとfiJi(することによってもたら

されるものであるとして、 jりi'{T1'1([移転if;}'JUJは被担保11日付fのjf前JDJではないとする。

1(9) このほか、 II 休 (1力な，;ì~ 1 りl はないものの、 JUJ1干されたほどの IN: .\l~は l ーがっていないとの

ド11誌を述べるものもある (Martin== Gerard-Godarcl. op. ciL、]).49.この i治丈のC&:.ねまし寸ぶれ

も公，iil今人で、あることから、公正日IEilj:にijfLn ij~ K:(Jが挿入されることが少ないなと守公，ill人'主務

でiltC'fl史的があまり JIJし、られていないことを立叫ょするものだろうか。)。
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フランスにおける動産質権の実行

(4) 流質契約の性質・所有権移転時期・他の実行方法との関係

流質契約を締結したJ~Jj合、質権者は流質以外の方法によって質椛を実行する

ことができなくなるのか。また、流質契約の効力はどの時点で発生するのか、

すなわち、所有権移転の 11寺WJはいつなのか。民法典には、流質契約の実行によ

り依村正者が所有権を取得するための手続が特に定められていないことから!日Jj起

となる 11ヘこれらの点は、流質契約の 1L的性質 J命とも!共J:~ して;論じられてきた口

なぜこれらの問題が重要性を有するのか。それは設定者に倒産千統が開始さ

れた場合に質椛者が↑iけ1'(lのIril11又を医!れるか否かに大きな去呉が'j:_じるからであ

る。後述するように、設定者について WIJ j}j'~子統が IjioJ Ijfiされるとそれ以降は流質

契約を実行で、きなくなる。したがって、流質契約の効果を享受したければ、倒

産千続開始以TiiTに流質契約の実行が完了している、すなわち質物の所有椛が質

権者に移転している必安があるのである。また、 {illi格が変動する物が質物とさ

れている場合には、被担保債権のml収額ならびに清算金の額が変動することと

なることも、これらの問題に主要性をもたらす。

次に、これら 3つの問題、すなわち流質以外の方法による質権実行の可否、

jví. 有権移転の時則、~I!E質契約の法的性質論がなぜ相互に連関するのかを説明す

る。それは、法的性質の付与成の仕方により流質契約以外に流質契約を実現する

ための新たな合意を史:するか否かが呉なり、新たな合意が必~=で、あるとすれば

その合意がなされるまではJW有権が移転;することはないという関係が見られる

ことによる。そして、何らかの )I~で質椛を実行できることとなった H寺点で流質

契約の効決によって所有権が，'，[i}J (1句に設定者ーから質権者に移転するものと解す

ると、流質以外の方法で質権を実行する余地はなくなるのである。このように

して、 1-.記の 3つの問題(;;1:---休となって説明されることとなる。

それでは、兵体的にどのような説明がなされているのか。

j志賀契約の法的性質については、代物弁済とするもの、売却または購入の意

110) Martin = Gel・arcl-Goclarcl，o!).cit.， n')17は、不動Ji{のj詰合は公市E人の役割が主要であるが

動J)(の場合は依拠するものがないという。
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論説(¥lTJ十)

思表示で、あるとするもの、任意イ責務 (obligationfacultative) であるとするもの、

非典型契約であるとするものが見られる。

このうち代物弁済とする見解の論者 IllJは、流質契約締結時点ではイil!i格が決

定されているわけではないから主初の給付目的物とは異なる給付が約束されて

いると!言えること IILI、流質契約は被m保佑権発生H](!z;!たる契約の什I(jil!'l甘なも

のとして1i!:~~t付けられる以!二清算金支払は義務と併すべきことを}1j!.ElI とする。

また日rjの論芥 Il:nは以ドのように1&く口流質契約を締結することによって伯仲

者は流資契約によって質椛を実行することを義務付けられ、他の実行方訟を選

択することはできなくなる 111jo その結来、当事者がJJIJ段の意思表示をしない

l(j~り所有権は位務者の不履行 11寺に出Ij段の庄

ととなる II日、 II仏 117jo

こうした的成に対しては、代物弁済においては当初Jの契約によって定められ

たのと {!Iilなる給付 I:_II'i<J物が定められる必要があるにも拘らず、 jJtE質契約におい

ては勺初介主された質物の所有権が質維の実行において移転するに過ぎなし

が批判される。代物弁済によって本来の債権に代わる新たな債椛が発生するわ

けではないが、代物弁済とは 'Ji初予定された1.t
1t務の不履行があってはじめてiit

められるものであるから、債務不!訟行がないうちから代物を弁消することはで

きないというのである 11へそうだとすれば、本来の給付とは異なる代物によ

る給付がなされることをもi汁住者が本諾したときにはじめて質物の所有権は移転

111) Daclou口、 0¥).cit.， p.44 110te 15 

112) Aynes = Crocq， op. cit.， 1ピ'G86も11;什ふのliTf市をするの

113) Aynes = Crocq， op. ciL， nリ515.エネス=クロックは流質契約の1，]'1%'1似こは日及しないが、

被~111~HL!W( 先ノi:.JJ;(1よ|たるう4約に十Jlljf!するからこそ、も町村'f\ {i'には依推PJjJlxにあたって流釘契

約のみli泣iiしないという選.jJ(が?わじされるものと考えられる。

なお、エネス=ク lコックは釘椛の ，1i~ 1りjにおいては流質契約のiLi'l0十Illf成について三jえし

ていないが、 1J~ '}'11主計への抵当 lll'i'0QめのJ;j}属にIYJする記述を流J丘、引こ準JIJすることで、代

物11'i九況にウ:つことを|りjらかにしている (Aynes= Crocq， op. cit.， n川 686et 687.)。

114) h仁村(二、 it椛行には /ßHJ~1市カ tあるものとする (Cabrillac= Mouly = Cabrillac = Petel， op 

cit.， l] "1089.J と、 N付r(~ r;.の415、ttのみでfiji'布十fr拶'liJ;のイ{111f，がikiiごされることとなり、生定者

ぺ_)，f立Jじ{i'の.*J!.t U'汁荘一行の干IJ{，在(こ)えすることとなるとする (Aynes= Crocq， op. cit.， nυ515.)。
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フランスにおける動経質村長の実行

することとなる口

また、ペロションは、流質契約の効果が債務不履行Il寺に自動的に発生すると

併すると以下の不都合が!t.じるとする 119)。すなわち、このように解した場合、

債権者から設定者に質物の所有権が再移転されない限りは支払が11g1遅れたの

みで)リJI恨の延期はできなくなってしまう。債権者としても、 I~I 己が望まないIl~):

115) Ayn白=Crocq， op. ci!.， nυ515.もっとも、Ji言行)gJの経過のみでは;llii'~i'i を 'J:. じないから債

務不)1長訂11;¥は!位行J91とは一致しないという。

Aynes， op. ci!.， pp.52-53 も li;J 様に、吋~Jî. (;.の ft):主がない IU~ りは、イ~Jirt1 J'がlりlらかとなっ

た11.¥争点、すなわち'昨iJtが功を奏しなかったJIJJIIであるとする。そのJI[!rLiは、ただ)1託行WJを

経過したのみでは債務者の ~I: Uaute) とはならず、当事名ーは債権者ーに競売と所有権取得(流

質)のいずれかの選igを日立めることカfできることに求められる。もっともエネスは、流量(

契約に.i1.tiiJ什者:カf合まれているわけではないから、選iRt:在を d!j，めることカ{IリJ1I(1'にされていな

ければならないとしており、 Jjj(!!Uとして質村i¥(i-には競売選択椛はないと!押するものてあろ

つ。

なお、 Dadoun，op. ciL， p.44は、当事者(土流質契約においてWJI民の到米のみで、事前に

立:u，iH¥告をすることなく所イ1艇が移'1記するものと決定することも!とrlllであるという。

116)論者は、所有権移転Wj'J1JJは鑑定日とはならないことに杭;むを促している (Dadoun，0]). 

cit.， p.44.) 0 Aynes， 0]). cit.， p.53 も、所イ~y椛移転が鑑定のElまで延期されるのではなく、蹴

定人は IYfイ7村'I~移転、の i二i の 1111j 格をがと〉としなければならないということだとする。

117) このほか、 Dacloun，op“cit.， p.45は、代物弁済は例外的な支払方法を定めたものである

から、倒産子続開始後には支払方法の合意があるのみと附成され、 1m法L.632-1条 14号

の迎)!JをIr!f避できる点も代物弁済構成のメリットであると主張する。しかし、代物弁済が

i認められるためにはあらためても社'11tHが!~\請する必安があるのであるから、この !F\i;{'，:行為

を無視して ifIJJ)()~定を 1 11 1;監できるとするのは疑問である。

118) Gogos-Gintrancl， op. cit.， nυ'10-12固さらに、債務者について倒産手続が開始された場合、

立:.J1、停止から故'I'IJ上の史生手続またはdr骨子統IJll始までのIHlのJV111¥1において代物弁済がな

されると、支払作i上{去になされた契約に基づく弁済はJflf，効て-ある(1m 11~ L. 632-1条)から

代物弁済は}W，効であるが、流質契約ではそのようなことはないことも代物弁済説に対する

批判として i=.'Jl之される。 (Gogos-Gintrand，op. cit.， n"19.) 

119) F Perochon， Les intercliction cle paiement et le traitemenL des suretes reelles， D. 2009.651 

ets.n"1L 

ただし、 Peroc!1o!1， op. cit.， n"10は、 2348条 1J主の;文言からも、 2458条・ 2459条の文ー言

の対比からも所有権が不履行Ili)にlej動的に移転することとなることを認め、また、当事者

がこうした契約を締結することは，vrされると言う。
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論，;it(i!日:)1:)

JtJJに不動産のjiji'1'f . .(iーとなってしまうというデメリットがある。被j{¥i~~債権の弁

済がほとんど終了している Il~J}g(で、不)f託行が'j:，じたlj)J合には、 a'j'算金の紅iが.，)1:常

にI"Jくなってしまう口資抑への質物の帰属においては質1作者が質'物の}りr:{~'11It 
をljy'得するには裁判所への似し¥rHを要するのとバランスがlfy'れなし ¥0 1'1動的に

移~1!.L~ するとすることで位椛名企は強flJlj 執行カすで、きなくなり金主支を干に入れること

ができなくなる。流11は佑体主;の利益のために締結されるものであって、それ

を1J十<tするか併かは依村)tt'の 1'1111であるはずである、 というのでで、ある!山2引却削{りω)μj

允J去却;1市iドj または j肪1V昨慌b誌it? 人の]怠，~i主1 忠衣ノJドよとする;見~f角~!干(: lL幻山1い)によれば、 流託契約は不Ji引 j:Il:.]'に

なされる---)j(10 7J:-光汽または Hb)'入の怠忠夫/j~ と構成され、 1!1 !î格はこのえi、思衣不

がなされた!時点で決定されるという c そして、所有権移転時WJは依椛者の実行

広忠が去iり]された W.1J:ということとなろう iU)。j紅白契約が依杓¥{'iの利益のため

に締結されることを屯悦すると i志賀を実行するか百かはf主権者の11意で、あり、

W11i\{;'がm~光を選択することも計こされてよいというわけである lmo

120) Macoriε-Venier， op. cit.， p.83も、，1"r，1本動作のInj仕にJY;Jする 2365条が rtl{椛:xφは".1'， しよ

に九);1，.元させることができる」としていること、 2348条の丈liに)えするわけではないことを

JljllllとしてJ好イ!怜:は，'，P}j(l¥jに移転するものではなく、少なくとも 'Fliijに{古品l{iーから i没〉じ{i'

にk.Jする iiii;itがなされなけれはならないとする。

121) Simler == De¥ebecque， Oj). cit.， p.441 l1 ote3_ ただし、'ifiU託、ii に IY，j する d~述て、ある。

122) Cabrillac == Mouly == Cabrillac =. Petel、n"1089.ただし、 iii買う2約のiHI¥j構成についてはlりj

らかにしていなL、。

He計仙b児川e引rl仁， 0叩p.cιcil.川， n"29(はまこの見f解qザ粁f午Lμσの)'1日H，f(とも， iうべき L比Lυj解1ザ科f午Lを iド:.11.引リ引j可する Oコエ二べ一ルによ jれlば¥

l'山九片1イ存f汗4移多針l!転j!

f移Z松し、 JI:斗1
1片iイ引iパ-f移多転j司[;'Jn什f告作:σの〉川j:H拾H品Jf?行[は止j計千二J村'Ilは{t立によって移転するものとされる (このほ

か、エベールは Ti物がイj体物か 1"州、物か、不動j)(~か動 J){かという iメ:分も導入するが、本石~

ではイf休動作伎のみをJ及うことから触れない。)。このは併に対しては、 Dadoun，Op. cit.， p.43 

l101e()が、 Iliイj移転のイけIlr，によって以別する JI!!ILiがi則的;ではない、 11'(イ''0.(;の')iイjしている

lH 1)(のIviイ(1'{1'.移転についてはiMI{il契約料品刊τj二に仙務{i'がj町一イJ1'rf1移恥、にfT)立している，l.:J，上、

改めてu'U先行のH立を{!JなければならないとされるJll'lIlはないと批判する。

123) Cabrillac = Mouly == Cabrillac == Pelel， 01). cit.， 11"1089ただし、勺 'Jf.(;'の契約によって，Iit;j奇
とすることも IIJ能という。 官{怜 {i-にi昔日付事:をうえる}，"((土、 Hebert，Oj)， cit.， n"27も"iJ1':l~だが、

JALYi契約の ìLi)!~HIJ成はが iり l である。
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フランスにおける ITUJ保安1:rtllの実1']'

この構成に対しては、所有権は一方的意思表示によって移転するわけではな

く合意によって移転するものと見るべきである、質権の設定契約と所有権を移

転させる ---HIYJ意jt表示という 2つのものが存するわけではなく、物の譲渡は

、ij初設定された義務の履行方法に過ぎないとの批判がなされている 1:2，1)。

また、!り?有権移 íliJ;II~J:Wj ~こ IYJ しては夕、ドウンがげくのように説く 125) 0 iilt務不!註

行 11寺に所有権が移転すると併することには、倒産手続がI~FJ始されたり裁判所に

よって弁済j拍子WJIMJ (1244-1条)が{寸 lLされたりした場合に質権を迅述に実

行できるというメリットがあるが、質権者の実行意思が表示されるのを待った

のではこれらのメリットは失われてしまうというのである。

第3の見向ヰとして主張されるのが任意債務構成で、ある。 選択債務となり任

務においては、債務者はある一定の給付をすることを義務付けられている

が、他の給付をすることによって債務からWi:}氏される口流質契約においては、

位務者の恋意によって補完的給付を選択することはできず、また、 11引先者の選

iNによるものでもなしイ壬意債務と i三えるのである。権者は弁済として補完的

給付を受け入れなければならなし、 12li)のである 1:!7)。この見解によれば流質契約

締結時から補完的給付の内容は{推定しており流質契約以外の合意がなされるわ

けではないから、債務不履行によって自動的に流質契約の効力が発生すること

となるはずである。現に、この説を主張するゴゴーガントランは、債権者には

流質によらずに強制競売を要求する選択権はないとする 12810

第4の見解である非典型契約説を主張するマルタン=ジエラール ゴダール

は、、ij 事者!日j の介主;の I)~J 符を検討すべきことを説く l出。そして、流質契約に

124) Gogos-Gintrand， op. cit.， nυ13. 

125) DaclouI1， op. cit.， ]).4 2. ただし、これは~'J二約がない場合の話であり、 Dacloun ， op. cit.， p.44 

(ま吋そjf{;-の令立によって債権者の選~I~(こよって初めてj肝イTffo.カf移転するものとi)とめること

もl汁存している。

126) この点は、 Gogos-Gintrand，op. cit.， n"16でも述べられている。令主によりも1t怖?i'は選

~)什k を WIMできることについては、 Gogos-Gintrand ， op. cit.， n"220 

127) Gogos-Gintrand， Oj). cit.， n"'14-15. 

128) Gogos-Ginlrancl， op. cit.， IIυ15 
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論説 (n1()1:) 

おいては、債務不履行が所有椛移転の停止条flことなるが、契約により 1179条

の遡及効は排除されたものと解し、 そのJ1!la!を、 流質契約締d手斜結\jl占i?古!与引刊;リ刊!1時埼時ミ寺2 カかミら 1貸若主が I~目:ヨ! 

f的!内q物の!庁所y好7有者者ゐとなされるというのは当事者者-の予j則1)引j月jせぬところだだ、カか、らでで、あるとす

る i川:1次加i封灼oヘj
に)庁所リ肝;手布有f今1杓4柏株告荘:が移転すす一ると主d張j長えするわけではなく、 それはあくまでも流質契約を実

行する条件が満たされたに過ぎないとする口そして、実行のための条刊二が満た

されても、債務者が不履行状態を脱する機会を1j-えるとともに債権者がどの時

点で流質契約を実行するのが適切であるかを判断する機会を与えるべく、日1111&1

の尖行子杭が不 11j"欠であるとする口兵体的には、所有権移転は財産frllj1iむの確定

ならびに清算金支払があって初めて生じるとするのが当事者意思に合致すると

いう。もっとも、当事者が契約によって↑責務不)面行のi時点で、)り;有権移転が生じ

るものと!則定することは !IJriEというJ:lI)。このj劾合も、鑑定がなされるまでは

所布株移転の解除が認められるとしており i山、流質契約を実行ーするか許かは

債権者の選択に委ねられている。

以上のように様々な見解が主張されているが、いずれの見解も学界の大多数

の支持を集めるには主っていない。

(5) 所有権移転の対象

ifiE 質契約を実行する Ij~:~ に、すべての質物の所有株が質権者に移転されること

となるのか。すでに一郎弁済がなされていた場合には特に被担保依椛残徹と質

梓の F11刃物1rlli征!とのが大きくなることから IfilJ温となるJ:sI。担保物持iには不

Ilr分れが認、められているから、担保 1=1的物の全体が債権者の/YI'有となるのが原

則である。そのJIHEIIとしては、 2348条が物のiil!ii直によって規定ぶりを変えて

129) Martin == Gerard-Godarcl， op. cil目， 11り21et s. 

130) Marlin == Ger孔rcl一Godarcl宅 op.cit.， nω33. 

131) Martin == Gerarcl-Goclarcl， 0¥).じiι，n"'36-37 

132) Martin == Gerarcl一Godarcl，0)). cit.， n"44. 

13:)) Cogos-Gintremcl， op. cil.， n"'28-29. 
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いない げられているしかしながら、 i3E 

1却 を

を ~D1 f1ìIJ き j工るのヵ、 1244 条の りる量が

明きれてい

る印}む した治すって、 で、ある場合については、

され

るべさとされる 1:16)。

るように、 れ

出倒産手続と

、倒 の効力はいかなるものなのかを

においては、

るの

も

きないものとされている

hの時期、

述したよう

137} h-""_ィτ〈コ」、一、旬、

とな与、

られ

るのである l湖、ipjjG

L. 622-7条 13 に対しては、 を奪うも

のであると さ才しているJ.iuJ

このう、 につい

とんど逗は生じないとされる 141) とはいされたこと であるため

134) Gogos-Gintrand，op.討し n"32

135) Gogos-Gintrand， op. しが)33.このJ品合、 f刻表者には、全体のi肝有権を当支持するか、

言15に止めるかの椛がある。 (Gogosぺ;intrand，op. cit.， nυ34.) 

136)じ時 op.cit.， n035. 

1:)7) L. 631-14条1J支 Uil'I:IJJ.のぽつ汁、L.641-3条 1Jrl (裁が二の守勢:) もIfij1jí~であ知 0

138) Dacloun， op. ciしp.45: Pのひじhoれ， op. cit.， ])"10もliIJ雌の指摘をする。

1 :39) このほか所在能移転l時ほ、危 I)Ý~ の移転 11羽gJ ならびに情権の iì!íìl長時期j るうえで

も主張であると抗議きれている (Hebert，叶 n
0

28.)0 

140) Aynes Crocq， op. cit.， n0515 : Aynes， op. cit.， p.53 : Macorig-Vcnier， ciしp.85‘イ i

iiii 1{i) 

141) Perochon争 op.cit.， n"8. 
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え、流質契約が事業継続に必要な融資を受けるためのイミliJ欠の条nとされてい

る場合、条文、受命j去、!れ

ている 141jo

実行禁ILとの関係て、は、 iAt質契約実行の禁i上については、債権支払1'1休がす

でに一般的に禁i上されているのだから無用の規定であるとの礼解がある¥，14)が、

これは )~l定の内科に批判を加えるものではな\_， \o 規定内容を批判するものとし

ては、 !IIfj主のとおり rx'I'lj1'，ののJJ)j介は貨物の ~'d} 属カtilt、められることから、

流行契約についても IliJf)J~に、の)IIIIH のみで松 1 11'を待たずして質株イ!?が流質

契約を尖行で、きるという mfl!:をカ'HW迫JlJすべきと舵楽するとがある HS)。

結語

フランスにおける助))(1"1椛を見たときに、 わカがf可i恒主iqとのイ中村、:1山!じj五主屯;工引}点l

I兵ミつ;先Lに|けiが1f二くのはわが|い川j云斗qでで、はf然完じられているi討流片点i質契約をJ諸認i沼訟t包、めるに王つたj点，'}、

でで、あろう O そしてそのJ'I'.rll が、民事執行子続に)!~づく競売や質権;r;'への質物の

によるよりも流坑契約のんのす質柏:の実行を'tdJi!iかっi刊JJjL¥Jで実施できるも

のと考えられたことによるのも、より干IJ)I]しヤすい示物椛11日J)支をHlJ築すると

いうむ;味で、卜分JIHWí: \J JiìEであり、 FI1~~椛実行の効本化はわがEn も 11 指すべきと

142) '{:Jlj主ならびにil¥、ii椛の設定{;.-(;j:をするためには受命政'j'Ij};'のi/j:IIJが必裂とされている

(Ii~il; L G22-7条lJ1J九九

143) PerochoJl， O[)， cil.， n"8，ベロションは、交命政!'IJ'I":のj¥YlljはiUi弘村iをi泣〉とすることの危険

'1' 1 に対処するために ~~;Jとされているのであって411保仰の主行 )J 法そのものに危険性がある

わけではないことからすると、 JI1_i~:HI[ ， i支えに JJII えて JII 保持J夫 idhLにまで liJ 日、 1-，のコント

ロールを以ぼすのはiiきltlぎであるとする。

144) PerodlOl1， OP，じit.， n"9 

14;)) Ca])rillal、二 Mouly= Cabl‘illac = Pelel， op， cil.， n"1095，このはJiJiiはiりj文に)えするようにもよよ

えるが、 c孔i山bri叩i

1I附i凶針 J山};L. 643-2条の出;とする 3かけの!V111¥)を中正過すればj也)11されないとの解釈!治を4ft心する

ことによって叩奈の，，:、lj化を|刈る o Ir~ iL L. 643-2条(土、iJ、W1，のdi-t'/ IHJ I;_fi iJとどから 3か)J

粁過しでも tile11 人が1"'I物を ii;-t~' しな"、場介は、 f什?I: {í' ':~'は、 I~:~' 111を作たずして11<';1日1)'7}li Jが

できるとする条 jじであるの

汚日



フランスにおける!li))ll伝聞+11¥の実1J

ころと考えられる。ただ注意すべきは、従来流質契約が禁止されてきた理由で

ある設定者ならびにその一般債作者の保護ーという視点が捨て去られたわけでは

なく、質物の客観IY~ i\f1illi の実j凡ならび、に清算金支払の{確実化が43- に ff(視されて

いることである。 nir者については法文自体が鑑定人による評1llliを求めていると

ころであり、 f走者についてはイニi力説が質雑おに先lfY_特椛を付うすべきものと L

リk している口わがliU で'+1こ11~~権 q'.)":に到刻111~~の私的実行を行う場合、現状で

はこれらの点に法作 1--十分な岡山むがなされているかは疑!日lがあるところであ

り、フランスの議III命からうよ:ぶところはあるだろう。

また、わがIèlij で、は i筑波~ll保作の実行Hi去として処分以と帰属市算JW とを

1'11 L!に選択できるとされているが、フランスでは処分清算取に対応する強制光

氏条はいまだに禁じられていることは注目されてよし」これが禁じられる月1

111として挙げられるのは、貨物の処分は民事執行子統を介してなされなければ

ならないとの考えHで、ある口ところがここで、玄しなければならないのは、フ

ランスにおいては裁'l'ljf貯が民事執行子続に関与する主たる日的は手続の公正を

I~I ることにあり、設定者による任意売却lが認められているように、裁判所 I~I 身

カf イニシアチブを~y.って î1Jl]ピをソミ jj包することにあるわけではないということで

ある。したがって、強制売買条項を禁じて民事執行子統に従うべく定めても当

事おにとってそれほど大きな負担となるとは考え部川、。これに対してわが同で

は裁判所主導の競先手続の賛同HII. 11寺11¥1而でのコストの大きさを嫌って非典

刑+JI.保の利用ならびにその実行がなされている(則前iがある口フランスの民事執

行制度は執行克・競売~1liIj}支によって支えられているところが大きく、これ

をわが国に即時に導入することはできない。しかし、現状のように裁判所のコ

ントロールから完全に離脱した所でtE[明司令;の実行を行うのでは、設定者やその

一般イ11什張者の利益が守られる保証はな L、。そのためには ABLにおいて月1しLら

れている担保 I~I j'均物を詳 1illi する機関 1.Hi) の拡充を I~I り、処分清算をHìiJ約するこ

とがI式みられてよいのではないか口

146) JH:j犬ではこれらの汁 llllj機山の，\l {ill j 対象は在市 ím ，w，をこì~ としており、これをあらゆる同

組の動産にまで1J1、大していくには同県itが予想される。
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iiis説

ヌド;稿は、平成27年度の科学制:究費補助金. )j~推研究 (c) による柑r究成果の

一一部である。

(なおい・よしのり 筑波大学法科大学院准教授)
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